
指定管理者 様                        申込日：令和  年  月  日 

荘銀タクト鶴岡 プレイガイド申込書 

裏面の荘銀タクト鶴岡プレイガイド規約に同意し、下記のとおり申し込みます。 

団体名等  代表者名  

住 所 
〒 

担当者名  
電話番号        FAX 番号  
 

 

売上金の支払い方法について、下記よりお選びください。(入場無料の場合は記入不要です。処理に２週間程度お時間をいただきます。) 

□手渡し(準備ができ次第ご連絡します。) 

□口座振込（以下の口座情報をご記入ください。振込手数料はご負担ください。） 

金融機関名  

銀行 

金庫 

農協 

 

本店 

支店 

支所 

出張所 

預金種別 
1 普通 

2 当座 

3 その他 

口座番号 
        

ゆうちょ銀行の場合は５桁の記号と８桁の番号 ― 

口座名義 
カタカナで記入 

 

 

事 業 名  

開 催 日 時 

令和  年  月  日（  ） 令和  年  月  日（  ） 

開場時間 時  分 開場時間 時  分 

開演時間 時  分 開演時間 時  分 

終演時間 時  分 終演時間 時  分 

会 場 荘銀タクト鶴岡（□大ホール □小ホール） □その他（        ） 

券 種 ／ 料 金 

枚 数 

□ 指定席 ※配席箇所を示した図面を要添付。  □ 自由席  □ 整理券等 

／     円 枚 ／     円 枚 

／     円 枚 ／     円 枚 

／     円 枚 ／     円 枚 

※学生券がある場合：   歳まで。学生証の確認方法（            ） 

合計枚数 枚 【上限 100枚】 

取 扱 期 間 

販売開始 
令和  年  月  日（  ）  時  分開始 

※原則、申込み日の１週間後以降から。 ※時間指定がある場合のみ記入。 

販売終了 
令和  年  月  日（  ） 

※最長で、本番の前日まで。 

※取扱い時間は、原則、 
9:00～19:00です。 

取 扱 手 数 料 裏面「荘銀タクト鶴岡プレイガイド規約」のとおり 

 

連 絡 事 項 当日券 □無  □有（     円増）  
  



荘銀タクト鶴岡 プレイガイド規約 

 

 

（総則） 

第１条 荘銀タクト鶴岡プレイガイド申込者（以

下「甲」という。）は、指定管理者（以下「乙」

という。）に対し、チケット等販売又は配布を委

託し、乙はこれを受託する。 

（取扱場所） 

第２条 荘銀タクト鶴岡内とする。 

（取扱期間等） 

第３条 甲の指定した期間とし、取扱時間は荘銀

タクト鶴岡の開館時間内（原則、午前９時から午

後７時まで）とする。ただし、開館時間が短縮さ

れた場合はその時間内とする。また、他プレイガ

イドと取扱開始・終了時間を同一とする必要があ

る場合は、開館時間内であれば甲は時間を指定す

ることができる。 

（販売方法） 

第４条 現金払いのみの取り扱いとする。 

（取扱チケット等） 

第５条 初回の申込み時における依頼枚数は、上

限 100枚とする。ただし、完売等の場合は、乙と

協議のうえ追加で申し込むことができる。 

２ 取扱券種は乙と協議のうえ決めるものとす

る。 

（取扱手数料） 

第６条 1,000円又は売上金に下表の割合を乗じ

た金額のいずれか高額の方とする。ただし、庄内

地区の学校等の部活動は無料とする。 

庄内地区の学校等の部活動等 無料 

市内の 

個人・団体等 
売上金の５％ 又は 1,000円 

いずれか高額の方 

市外の 
個人・団体等 

売上金の 10％ 又は 1,000円 
いずれか高額の方 

（返券） 

第７条 取扱終了後、乙は残券を回収して甲へ返

券する。 

（売上金の支払い等） 

第８条 取扱終了後、乙は売上金を集約し、取扱

手数料と振込手数料(振込を希望の場合)を差し

引いた額を甲へ支払うものとする。 

２ 乙は、売上金が取扱手数料下限額の 1,000円

に満たない場合、下限額と売上金の差額を速やか

に甲に請求するものとする。 

３ 甲は、前項の規定により適法な請求を受けた

ときには、請求日から３０日以内に支払うものと

する。 

（遵守事項） 

第９条 甲は、チケット等に瑕疵があった場合、

甲の責任において速やかに対処する。 

２ 乙は、チケット等販売・配布に際し、不備が

あった場合、速やかにその旨を報告することとす

る。また、甲の許可なく、割引販売、売掛行為、

払い戻しを行わない。 

（申込みの解除） 

 

第１０条 甲又は乙が、故意又は重大な過失によ

り、相手方に損害を与えたときは、賠償の責に任

じこのプレイガイドを解除することができる。 

（各事項の疑義） 

第１１条 甲及び乙は、誠実にこの規約を履行す

るものとし、この規約に定めのない事項が生じた

とき、又はこの契約の条項の解釈について疑義が

生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議解決

するものとする。  

 

  

私は、上記の規約を理解し、同意いたします。 

令和   年   月   日 （署名） 
 

 

○印  

裏面 


